
立木公売公告等の一部訂正について

令和４年８月１０日付けで公告を行った「立木公売公告」の「別紙１特約事項 ５その他」

及び「立木公売物件総括表」について、下記の理由により別添のとおり訂正します。「立木

公売物件総括表」等の訂正に付随して物件番号３号に係る「物件明細書」、「樹材種別一覧

表」、「位置図」及び「伐区図」を削除します。

令和４年８月２５日

分任契約担当官

十勝西部森林管理署東大雪支署長 澤田 浩也

記

３号物件に使用するペンケニコロベツ林道の一部通行止め



【誤】

別紙１

特約事項

５ その他

（１） 森林官と十分打ち合わせし、その指示に従うこと。

（２） 希少野生生物を発見した場合は、速やかに森林官に連絡し、その指示に従う

こと。

（３） 事業実行に伴って、買受人の過失により森林法等の法規に違反した場合は、国有林

として買受人を告発することも有りえることをご承知下さい。

（４） 民有林との境界付近で作業する場合は、境界に埋設してある境界標（石標等）を確

認し、越境等の無いようにすること。

（５) 林道保護のため、各年３月中旬から５月下旬までの期間は運材を停止して下さい。

（６） （１号物件適用）電源開発株式会社上士幌電力所の管理する道を通行することから、

着手前に上士幌電力所と協議をすること。

（７） （１号物件適用）送電線敷の貸付用地の見出し標識等があるため、損傷しないよう

事業実行すること。

（８） （３号物件適用）ペンケニコロベツ林道と平行して取水導水管路があるため、境界

標を確認し、損傷しないよう事業実行すること。

【正】

別紙１

特約事項

５ その他

（１） 森林官と十分打ち合わせし、その指示に従うこと。

（２） 希少野生生物を発見した場合は、速やかに森林官に連絡し、その指示に従う

こと。

（３） 事業実行に伴って、買受人の過失により森林法等の法規に違反した場合は、国有林

として買受人を告発することも有りえることをご承知下さい。

（４） 民有林との境界付近で作業する場合は、境界に埋設してある境界標（石標等）を確

認し、越境等の無いようにすること。

（５) 林道保護のため、各年３月中旬から５月下旬までの期間は運材を停止して下さい。

（６） （１号物件適用）電源開発株式会社上士幌電力所の管理する道を通行することから、

着手前に上士幌電力所と協議をすること。

（７） （１号物件適用）送電線敷の貸付用地の見出し標識等があるため、損傷しないよう

事業実行すること。



物件 伐採 Ｎ

Ｌ 保 安 林 協 議 備 考 入札

番号 方法 計 （本） （m³） 廻り 枚数 金 額 入 札 者 金 額 入 札 者 金 額 入 札 者

令和４年４月１日～令和５年３月３１日

未協議

令和４年４月１日～令和５年３月３１日

未協議

不要（普通林）

不要（普通林）

Ｎ 12,830 3,326.74

Ｌ 2,753 451.81

計 15,583 3,778.55

※　本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

立 木 公 売 物 件 総 括 表
令和4年8月29日 入札 十勝西部森林管理署東大雪支署

樹種
本数 材積 m³

物 件 所 在 地 開 札 結 果

林 小 班 担当区
搬 出 期 間 1 番 札 2 番 札 3 番 札

1

トドマツ

間伐

Ｎ 2,730 954.26

3,346 1,045.24

0.35
１３９ろ・は・に・
ほ・へ・と・ち

糠平

伐　採　協　議

引き渡しの日から３６ヶ月 列状間伐

0.31

Ｌ 616 90.98 0.15

外 12 種
作　業　行　為

計

2

トドマツ

間伐

Ｎ 1,661 336.19

1,872 360.74

0.20

１００７る1 岩松

伐　採　協　議

引き渡しの日から３６ヶ月 列状間伐

0.19

Ｌ 211 24.55 0.12

外 9 種
作　業　行　為

計

3

トドマツ

間伐

Ｎ 8,439 2,036.29

10,365 2,372.57

0.24
１０６０わ・よ・
た・お1

岩松

伐　採　協　議

引き渡しの日から３６ヶ月 列状間伐

0.23

Ｌ 1,926 336.28 0.18

外 13 種
作　業　行　為

計

小　計

【誤】



物件 伐採 Ｎ

Ｌ 保 安 林 協 議 備 考 入札

番号 方法 計 （本） （m³） 廻り 枚数 金 額 入 札 者 金 額 入 札 者 金 額 入 札 者

令和４年４月１日～令和５年３月３１日

未協議

令和４年４月１日～令和５年３月３１日

未協議

Ｎ 4,391 1,290.45

Ｌ 827 115.53

計 5,218 1,405.98

※　本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

立 木 公 売 物 件 総 括 表
令和4年8月29日 入札 十勝西部森林管理署東大雪支署

1

トドマツ

間伐

Ｎ 2,730 954.26

3,346 1,045.24

開 札 結 果

林 小 班 担当区
搬 出 期 間 1 番 札 2 番 札 3 番 札樹種

本数 材積 m³
物 件 所 在 地

Ｌ 616 90.98 0.15
作　業　行　為

計

0.35
１３９ろ・は・に・
ほ・へ・と・ち

糠平

伐　採　協　議

引き渡しの日から３６ヶ月 列状間伐

0.31

2

トドマツ

間伐

Ｎ 1,661 336.19

1,872 360.74

外 12 種

Ｌ 211 24.55 0.12

外 9 種
作　業　行　為

計

0.20

１００７る1 岩松

伐　採　協　議

引き渡しの日から３６ヶ月 列状間伐

0.19

出品取消し3

小　計

【正】


